




川崎病にウイルスが病原的役割を果たしているのではないかという疑いの下に,従来患者

材料からの分離は拳多く試みられたがいずれも陰性に終っている。これらの検索において

は適当な細胞培養に患者材料を接種した葎細胞変性効果の有無によりウイルスの存否を判

定するという方法が用いられていた。しかしウイルスの種類によっては,通常ウイルス分離

に用いられる細胞には増殖しなかったり,または増殖しても細胞変性効果を呈しない可能

性がある。このようなウイルスに対しては,材料中に相当な濃度で存在する限り,ウイルス

粒子またはその構成成分を電子顕微鏡を用いて直接検出するという方法が用いられること

がある。このようにしてウイルス性症因が確定された例には以下のようなものがある。 

1)B 型肝炎患者血清中の HBs 抗原の検出。 

2)A 型肝炎患者糞便中のウイルス粒子の検出。 

3)乳幼児胃腸炎愚者糞便中のロタウイルス粒子の検出。 

4)胃腸炎患者糞便中に病因的意義の不明なアデノウイルス粒子様構造物が見られることも

多い。 


